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9日 民泊 世田谷区の場合
●世田谷区の民泊規制（住宅宿泊事業法では世田谷区長が規制でき
る）はどうなっているでしょうか●左の朝日新聞によれば 23区は
厳しいとありますが、一番厳しいのは目黒区●住居専用地域の面積
８割を占めることから目黒区は「閑静な住宅街を守りたい。経済振
興のために住民が犠牲になってはいけない。区にはそれぞれ固有の
事情がある」と断言●また全国的には尼崎市が住居専用地域での民
泊を 1日も認めない条例案を作成中。

●それに比べて、同じ住居専用地域が８割を占める世田谷区、１週
間で営業できるのは土・日・祝日。規制地域は住居専用のみで住宅
街の住居地域や住宅街につながる近隣商業地域は年間 180日営業
が可能という甘さ●さらに保坂区長は規制条例を提案直前になっ
て、さらに住居専用地域でも区長が特別に認めた場合は許可する一
行を追加するという、抜け穴を追加したのです。（圧力？）またし
ても自分で決められない、よそから言われると、つい顔色を伺う、
選挙のことが頭から離れない性格が出て、曖昧な条例となりました
●世田谷区をどんな都市にするかというビジョンすらないのです。

住宅都市として正しい目黒区の対応

保坂区長は住民を見ているのか

住宅宿泊事業法における各自治体の規制の違い

●上の表は、世田谷区では原則として住居専用地域では土・日・祝日
に限って民泊ができるという意味です。それ以外の地域では年間
180日までいつでも民泊ができるということです●目黒区では住居
専用地域も含めて全域で民泊は金・土のみできる、という意味です●
さらには尼崎市では、教育施設から 100m以内と住居専用地域では
民泊は禁止という厳しいものとなっています（尼崎市民泊事業の適正
な運営の確保に関する条例骨子案より）●このように、各自治体によっ
て民泊規制は異なります●尼崎市では予防的に、最初厳しくし、社会
的に認知され、それなりのルールが定着する過程で規制をゆるめてい
く方針です●逆に最初ゆるい規制でその後厳しくする条例では改正前
に駆け込み事業者が増えてしまい、意味を為さなくしてしまいます。

●民泊は本来、法律や条例に従い、それを行う事業者が地域と
の潤滑油となれば、問題は発生しないかも知れません●ただし
宿泊者は、「安宿探し」です。そして荷物を置いてすぐにディズ
ニーランドへ向かったり、富士山観光に行ったりすることが目
的です●日中は世田谷区にいないし、夜遅く帰ってくることは
容易に想像できます。世田谷区での消費など期待できないでしょ
う●一方で、民泊に慣れてくると事業者は果たして年間 180日
という制限を守れるでしょうか。残りの営業日数を、空き部屋
のまま「放置」するでしょうか。儲かるのに●民泊事業者の営
業日数を誰が数えるでしょうか？取り締まれません●違法民泊
を防ぐには住民の目が大切です●そのためには、わかりやすい
条例が必要です。区民にとってどこが住宅専用地域で、どこが
住居地域なのか、また早朝、深夜の出入りなど近所でも気がつ

違法民泊を失くすには
住民の目と理解が大切

良好な民泊を勧めるためにも

かないかも知れません●故に目黒区の条例のよ
うに、どこでも金・土だけ、というのはわかり
やすいので住民にも違法民泊に気づき易いで
しょう●ましてや尼崎市は住宅専用地域に住ん
でいる人たちだけが、ここでは民泊はできない、
ということを知っていれば、取り締まれるのです●しかし世田谷区の
保坂区長はいつもの通り、あっちにもこっちにも、いい顔してこんな
曖昧条例になったのです。（本記事は早期発送のため 2月 15日現在の事実に基
づいて記しています。編集後記は 59号に書きました。）
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※例外規定あり

規制区域外での営業

※世田谷区の例外規定は「緩和しても区民の生活環境が悪化するおそれがないと区長が認める区
　域」とあり事実上、住宅専用地域も年間180日まで可能となる骨抜き条例。提案直前に追加。


